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明
治
三
八
年
東
北
地
方
大
凶
作
と
「
御
下
賜
金
」
に
つ
い
て

―
宮
城
県
に
お
け
る
配
付
方
法
を
中
心
に
―

宮
城
洋
一
郎

は
じ
め
に

　

明
治
期
の
東
北
地
方
は
、
何
度
も
凶
作
に
襲
わ
れ
、
過
酷
な
状
況

に
追
い
込
ま
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
被
害
に
対
し
、
多
方
面
か
ら
の

救
助
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
皇
室
に
よ
る
「
恩
賜
金
」

を
は
じ
め
と
し
て
政
府
、
県
な
ど
行
政
機
関
の
対
策
、
民
間
人
の
取

り
組
み
や
宗
教
界
な
ど
に
よ
る
義
捐
金
募
集
な
ど
が
展
開
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
発
生
し
た
大
凶
作
に
対

し
て
翌
年
一
月
三
一
日
に
宮
城
、
福
島
、
岩
手
三
県
へ
の
「
恩
賜

金
」
に
つ
い
て
、
宮
城
県
で
の
配
付
方
法
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
。

宮
城
県
で
は
「
御
下
賜
金
」
と
し
て
、
各
郡
の
罹
災
者
に
配
付
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
罹
災
者
に
如
何
に
届
け
ら
れ
た
か
を
分

析
す
る
こ
と
で
、「
御
下
賜
金
」
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
か

を
明
ら
か
に
し
て
、
皇
室
に
よ
る
災
害
救
助
の
意
義
を
考
え
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
、「
御
下
賜
金
」
に
関
し
て
は
、『
恩
賜
録
』（
宮
内
庁
宮
内
公

文
書
館
蔵
）
に
所
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
皇
室
か
ら
下
賜
さ
れ
る

金
品
を
さ
し
、
そ
れ
は
「
恩
賜
金
」
と
称
さ
れ
、「
御
救
恤
金
」「
御

下
賜
金
」
と
も
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
明
治
三
八
年

の
大
凶
作
に
あ
っ
て
、
宮
城
県
お
よ
び
同
県
各
郡
の
史
料
に
お
い
て

広
く
用
い
ら
れ
た
「
御
下
賜
金
」
の
表
記
で
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
、

『
恩
賜
録
』
に
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
述
べ
る
場
合
は
「
恩
賜
金
」

と
記
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
、
被
害
の
概
要
と
救
助
施
策
・
活
動
に
つ
い
て

　

明
治
期
に
お
け
る
東
北
地
方
の
凶
作
は
、明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
、

講
演（
論
文
）
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同
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
、
同
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
と
繰
り
返
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
中
で
も
三
八
年
は
「
天
明
・
天
保
の
飢
饉
」
以
来
と

さ
れ
る
ほ
ど
大
規
模
な
こ
と
か
ら
、
大
凶
作
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
大
凶
作
は
、
こ
れ
ま
で
の
凶
作
と
同
様
に
「
や
ま
せ
」
と
よ
ば
れ

る
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
高
気
圧
か
ら
発
生
し
た
冷
涼
な
東
寄
り
の
風
に
よ

り
、
長
雨
と
低
温
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
大
凶
作
の
被
害
状
況
、
救
助
に
関
わ
る
施
策
や
活
動
等

に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
編
・
発
行
『
明
治
三
十
八
年　

宮
城
県
凶
荒

誌
』（
大
正
五
年
。
以
下
『
凶
荒
誌
』）
に
て
、
詳
細
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。
同
書
に
依
り
な
が
ら
、
ま
ず
被
害
状
況
の
概
要
を
述
べ
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

（
一
）
被
害
の
状
況

　

大
凶
作
と
な
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
の
が
、
米
作
の
著
し
い
減
収

で
あ
る
。
前
年
比
で
宮
城
県
八
割
七
分
、
福
島
県
七
割
六
分
、
岩
手

県
六
割
六
分
の
減
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
米
価
が
高
騰
、

生
活
難
の
た
め
窮
民
が
増
大
し
た
。
そ
の
数
は
宮
城
県
の
調
査
（
明

治
三
八
年
一
一
月
）
で
、
県
人
口
の
約
三
二
％
に
あ
た
る
二
八
四
、八

六
五
人
に
達
し
た
と
い
う（

1
（

。
ま
た
、
こ
の
大
凶
作
の
影
響
は
教
育
の

分
野
に
も
及
ぶ
。
明
治
三
八
年
一
一
～
一
二
月
に
減
少
し
た
児
童
は

二
、〇
一
七
人
に
達
し
、
退
学
児
童
が
二
、九
四
六
人
と
な
り
、
前
年

の
約
一
・
五
倍
と
な
っ
た
。
ま
た
、
教
科
書
を
購
入
で
き
な
い
児
童

数
も
六
、三
六
九
人
に
及
ん
だ
。
さ
ら
に
、
凶
作
の
た
め
に
町
村
税
、

授
業
料
の
滞
納
者
が
増
加
し
、
多
く
の
町
村
で
校
費
延
滞
、
教
員
俸

給
の
延
滞
等
も
起
き
た
。
後
者
に
関
し
て
は
五
五
町
村
、
四
、九
〇

〇
余
円
に
達
し
た
と
い
う（

2
（

。

　

こ
う
し
た
被
害
状
況
を
深
刻
化
さ
せ
た
要
因
に
は
、
日
露
戦
争

（
明
治
三
七〈
一
九
〇
四
〉～
三
八
年
）
の
影
響
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
戦
争
に
主
要
な
働
き
手
が
徴
兵
さ
れ
、
農
家
の
経
営
基
盤
が
脆
弱

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
戦
後
の
増
税
や
国
債
の
割
り
当
て
な
ど
で
負

担
増
が
進
む
こ
と
と
な
っ
た（

（
（

。

（
二
）
宮
城
県
お
よ
び
政
府
の
救
助
施
策

　

宮
城
県
は
、
雇
用
の
創
出
と
生
産
力
の
拡
大
を
目
指
し
、
明
治
三

八
年
一
〇
月
か
ら
内
務
省
、
農
商
務
省
に
働
き
か
け
、「
地
租
延
納
」

を
は
じ
め
、
生
産
拡
大
を
は
か
る
「
耕
地
整
理
」、
雇
用
を
生
み
出

す
「
土
木
工
事
」、
さ
ら
に
「
種
殻
」「
作
付
食
料
」「
作
付
肥
料
」

等
の
給
与
な
ど
の
施
策
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
中

で
、
有
力
な
救
済
施
策
と
し
て
土
木
工
事
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
同
年
度
の
歳
出
追
加
と
し
て
「
災
害
土
木
費
」
に
三

七
、九
七
四
円
四
〇
銭
が
あ
り
、
財
源
と
し
て
「
罹
災
救
助
基
金
」

よ
り
借
り
入
れ
る
な
ど
の
方
策
を
取
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
土
木
工

事
に
よ
り
、
罹
災
者
の
雇
用
を
生
み
出
す
こ
と
で
、「
凶
作
罹
災
民

救
済
」
を
は
か
ろ
う
し
た
。
こ
う
し
て
県
及
び
市
町
村
の
土
木
工
事
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費
が
明
治
三
九
年
度
で
、
九
〇
万
六
〇
二
五
円
七
八
銭
の
巨
額
に
達

し
た
と
し
、
県
起
債
等
を
財
源
と
す
る
な
ど
対
応
策
も
記
さ
れ
て
い

る（
4
（

。

　

な
お
、『
凶
荒
誌
』
で
は
、
土
木
工
事
の
他
に
耕
地
整
理
、
桑
園

開
墾
、
製
炭
、
麦
・
馬
鈴
薯
栽
培
等
の
奨
励
事
業
な
ど
多
岐
に
わ
た

る
救
済
事
業
を
掲
げ
て
い
る
。

（
三
）「
御
下
賜
金
」・
義
捐
金

　

宮
城
県
お
よ
び
政
府
の
救
助
施
策
の
他
に
、
多
方
面
か
ら
多
額
な

金
額
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ま
ず
、
皇
室
か
ら
は
『
恩
賜
録
』
に
記
載
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
三
九
年
一
月
三
一
日
に
宮
城
県
二
五
、〇

〇
〇
円
、
福
島
県
一
五
、〇
〇
〇
円
、
岩
手
県
一
〇
、〇
〇
〇
円
の
配

付
が
決
定
し
た
（
後
に
詳
述
）。
こ
れ
を
受
け
て
、
皇
室
関
係
者
の
寄

付
金
も
広
が
っ
た
。
義
捐
金
は
大
凶
作
の
報
が
伝
わ
る
と
と
も
に
、

大
き
な
反
響
を
よ
び
、
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
一
月
末
ま
で
に

総
額
一
、〇
四
九
、三
一
五
円
五
四
銭
七
厘
が
寄
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、

米
国
か
ら
は
一
九
〇
六
年
二
月
に
義
援
金
募
集
に
着
手
し
た
旨
の
電

報
が
あ
り
、
宮
城
県
に
二
二
七
、九
五
七
円
九
一
銭
（
一
九
〇
九
年
一

月
末
）
が
贈
ら
れ
た
。
清
国
皇
太
后
か
ら
「
庫
平
銀
十
万
両
」（
一
九

〇
六
年
四
月
。
日
本
円
一
五
〇
、一
四
四
円
九
三
銭
）
が
日
本
に
寄
付
さ

れ
た
。
こ
の
他
に
も
、
諸
外
国
か
ら
の
義
捐
金
も
送
金
さ
れ
て
き
た
。

な
お
、
米
国
側
か
ら
「
如
何
な
る
食
料
品
が
必
要
か
」
と
の
問
い
合

わ
せ
を
受
け
、
日
本
側
か
ら
金
銭
で
の
寄
贈
を
望
む
と
回
答
し
た
こ

と
で
、
米
国
か
ら
の
義
捐
金
は
「
糧
食
購
入
費
」
と
し
て
別
会
計
で

整
理
す
る
こ
と
を
、
宮
城
県
知
事
よ
り
郡
市
長
に
通
牒
し
て
い
る（

5
（

。

こ
れ
に
よ
り
、「
御
下
賜
金
」、
義
捐
金
（
清
国
皇
太
后
か
ら
の
寄
付
を

含
む
）、
米
国
か
ら
の
義
捐
金
の
三
種
を
別
々
に
配
付
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。（

四
）
民
間
団
体
等
の
救
助
活
動

　

民
間
の
諸
団
体
も
大
凶
作
へ
の
対
応
策
を
多
方
面
か
ら
取
り
始
め

て
い
た
。
明
治
三
八
年
一
〇
月
に
は
、
仙
台
商
業
会
議
所
が
「
米
価

騰
貴
の
防
遏
策
」
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
、
陸
軍
大
臣
、
逓
信
大
臣

に
「
開
申
書
」
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
憲
政
本
党
宮

城
支
部
お
よ
び
政
友
会
宮
城
支
部
の
有
力
者
を
中
心
に
窮
民
救
済
を

目
的
に
各
団
体
と
の
交
渉
し
て
い
く
た
め
の
「
県
民
大
会
」
を
開
く

こ
と
を
確
認
し
、
一
一
月
一
八
日
数
百
名
の
参
加
を
得
て
大
会
を
開

催
。
こ
の
と
き
に
「
宮
城
県
凶
作
救
済
会
」
と
の
名
称
で
「
田
租
の

減
免
」「
凶
作
地
に
対
す
る
輸
入
米
の
戻
税
実
施
」
な
ど
を
決
議
し
、

内
務
大
臣
お
よ
び
政
府
へ
請
願
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
中
の
「
宮

城
県
下
市
町
村
教
育
費
特
別
補
助
の
儀
に
付
請
願
」
で
は
、
大
凶
作

被
害
の
深
刻
さ
と
そ
の
背
景
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（
（

。

　

宮
城
県
下
は
明
治
三
十
五
年
の
凶
作
に
て
一
般
に
疲
弊
の
未

だ
癒
江
ざ
る
折
柄
日
露
開
戦
と
相
成
り
数
次
の
国
債
募
集
に
対
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し
愛
国
の
至
情
よ
り
奮
つ
て
応
募
致
し
且
つ
恤
兵
献
金
犒
軍
等

に
尽
力
致
候
為
め
多
少
の
蓄
積
あ
る
も
の
殆
ど
全
く
嚢
底
を
払

ひ
候
上
戦
時
壮
丁
及
農
馬
の
不
足
を
補
は
ん
為
め
に
平
年
に
数

倍
す
る
勤
労
辛
苦
を
忍
び
稼
耕
仕
候

　

こ
の
よ
う
に
数
年
前
の
凶
作
、
日
露
開
戦
な
ど
負
担
増
の
中
で
の

大
凶
作
と
い
う
認
識
が
あ
り
、「
愛
国
の
至
情
」
に
よ
り
そ
れ
に
応

え
て
き
た
思
い
が
、
請
願
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

次
に
宗
教
団
体
で
は
、
一
一
月
に
仙
台
在
留
外
国
宗
教
家
が
協
議

し
、
日
本
在
留
の
外
国
人
に
寄
付
金
を
求
め
る
運
動
を
起
こ
し
、
有

志
が
上
京
し
て
寄
付
金
募
集
に
奔
走
し
た
。
翌
年
一
月
に
有
志
の
一

人
が
新
聞
社
に
送
っ
た
書
翰
に
よ
る
と
、
お
お
よ
そ
七
千
円
の
寄
付

を
集
め
た
と
い
い
「
近
村
を
巡
視
し
よ
り
に
五
円
よ
り
二
十
円
を
村

役
場
に
寄
付
し
た
り
し
が
村
役
場
は
直
に
之
を
南
京
米
若
し
く
は
甘

藷
に
代
へ
尤
も
困
難
せ
る
も
の
に
施
与
し
た
り
」
と
あ
り
、
救
助
活

動
の
実
際
を
述
べ
て
い
る（

（
（

。

　

同
様
に
仏
教
界
も
救
助
活
動
を
開
始
し
て
い
る
。
明
治
三
八
年
一

一
月
、
仙
台
市
の
各
宗
寺
院
が
連
合
し
て
、
各
宗
管
長
に
浄
財
の
喜

捨
を
求
め
る
べ
く
「
宮
城
県
大
飢
饉
救
済
義
捐
金
募
集
ノ
檄
」
を
発

表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
去
卅
五
年
度
凶
作
の
創
痍
未
だ
全
く
癒

江
ざ
る
に
日
露
の
戦
役
に
遭
ひ
重
ね
る
に
本
年
如
何
な
る
天
災
そ
や

（
中
略
）
平
年
収
穫
し
来
れ
る
百
三
十
万
石
は
一
粒
米
だ
も
得
て
望

む
べ
か
ら
ず
」
と
そ
の
状
況
を
訴
え
て
い
る
。
吉
田
久
一
氏
は
、
さ

ら
に
仏
教
界
各
宗
関
連
の
雑
誌
や
新
聞
等
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派

の
対
応
な
ど
を
上
げ
、
救
済
に
尽
力
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る（

（
（

。

　

こ
の
大
凶
作
で
養
育
困
難
と
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
は
、

岡
山
孤
児
院
、
福
田
会
育
児
院
、
大
阪
養
老
院
等
が
そ
の
収
容
保
護

に
あ
た
っ
た
。
特
に
岡
山
孤
児
院
の
石
井
十
次
は
明
治
三
九
年
三
月

か
ら
六
月
ま
で
に
総
勢
八
二
四
人
の
養
育
困
難
な
子
ど
も
た
ち
を
同

院
に
引
き
受
け
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
同
院
は
千
二
百
余
名
に
及
ぶ

大
施
設
と
な
っ
た（

9
（

。　

こ
う
し
た
民
間
団
体
等
の
救
助
活
動
が
あ
っ

た
が
、
そ
こ
で
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
明
治
三
五
年
の
凶
作
、

日
露
戦
争
で
の
負
担
が
重
な
り
、
こ
の
大
凶
作
に
な
す
す
べ
を
有
し

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
重
な
る
負
担
増
か
ら
の
脱
却
の
た
め
、

義
捐
金
等
の
救
助
を
広
く
訴
え
、
多
く
の
支
持
を
得
て
き
た
こ
と
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
、「
御
下
賜
金
」
の
配
付
を
め
ぐ
っ
て

（
一
）「
御
下
賜
金
」
に
関
す
る
史
料

　

前
節
で
記
し
た
よ
う
に
、
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
大
凶
作
に
対
し
、

皇
室
か
ら
の
「
恩
賜
金
」
が
関
係
各
県
に
配
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
「
恩
賜
金
」
に
関
連
す
る
史
料
を
ま
ず
記
し
、
分
析
対
象

と
し
て
い
く
。
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『
恩
賜
録
』（
明
治
三
十
九
年
第
一
巻
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
蔵
。
以

下
『
恩
賜
録
』）
は
、
宮
城
、
福
島
、
岩
手
各
県
に
「
恩
賜
金
」
の
決

定
お
よ
び
通
知
等
に
関
す
る
史
料
を
収
め
る
。
そ
こ
で
は
、
宮
内
大

臣
か
ら
各
県
知
事
へ
の
「
達
案
」、
お
よ
び
内
務
大
臣
へ
の
「
通
牒

案
」
が
所
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
各
県
知
事
か
ら

の
礼
状
お
よ
び
各
県
の
配
付
に
関
わ
る
規
程
等
も
収
め
て
い
る
。

　
『
明
治
卅
九
年　

北
條
侍
従
巡
視
関
係
』（
宮
城
県
公
文
書
館
蔵
。
以

下
『
侍
従
巡
視
関
係
』）
は
、
北
條
氏
恭
侍
従
に
よ
る
宮
城
県
巡
視
に

あ
わ
せ
て
、
各
郡
か
ら
の
「
作
況
調
査
」「
凶
作
調
査
報
告
書
」
等

の
関
係
書
類
を
納
め
た
簿
冊
。

　
『
明
治
三
十
九
年　

御
下
賜
金
関
係
書
類
』（
宮
城
県
公
文
書
館
蔵
。

以
下
『
関
係
書
類
』）
は
、
宮
城
県
に
配
付
さ
れ
た
「
御
下
賜
金
」
に

つ
い
て
、
各
郡
へ
の
配
付
に
関
わ
る
訓
令
、
分
配
率
算
定
方
法
な
ど

を
提
示
し
た
文
書
お
よ
び
各
郡
か
ら
の
配
付
に
関
す
る
規
程
、
配
付

に
関
わ
る
報
告
書
な
ど
を
収
め
て
い
る
。

　
『
明
治
三
十
九
年　

凶
作
被
害
者　

御
下
賜
金　

受
領
証
』（
全
五

冊
、
宮
城
県
公
文
書
館
蔵
。
以
下
『
受
領
証
』）
は
、
宮
城
県
各
郡
に
配

付
さ
れ
た
「
御
下
賜
金
」
に
つ
い
て
、
町
村
ご
と
に
受
領
者
の
名
簿

等
を
記
載
し
た
簿
冊
で
、
こ
の
他
に
も
配
付
に
関
す
る
必
要
な
用
具

な
ど
細
部
に
わ
た
る
書
類
等
も
収
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
名
簿
に

記
載
さ
れ
る
氏
名
は
各
町
、
村
ご
と
に
ほ
ぼ
同
一
の
筆
跡
で
記
さ
れ
、

各
人
ご
と
に
捺
印
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
受
領
金
額
が
県
、

郡
、
町
・
村
の
方
針
の
も
と
で
定
め
ら
れ
、
各
戸
ご
と
に
配
付
さ
れ

る
と
い
う
方
策
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
凶
荒
誌
』（
前
掲
）
は
、
凶
作
に
関
っ
て
そ
の
原
因
、
被
害
状
況
、

影
響
、
救
済
等
の
各
種
デ
ー
タ
、
資
料
を
収
録
。

　

右
の
五
点
の
史
料
を
も
と
に
、
宮
城
県
に
お
け
る
「
御
下
賜
金
」

配
付
に
関
わ
る
問
題
点
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（
二
）「
恩
賜
金
」
の
決
定

　

東
北
地
方
大
凶
作
に
関
わ
る
「
恩
賜
金
」
は
、
地
震
、
風
水
害
等

に
よ
る
皇
室
か
ら
の
「
恩
賜
金
」
が
災
害
発
生
時
に
直
ち
に
配
付
さ

れ
る
の
と
は
異
な
り
、
明
治
三
八
年
秋
頃
に
収
穫
の
大
幅
な
減
少
が

明
ら
か
と
な
っ
た
後
の
翌
年
一
月
末
の
決
定
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
侍
従
派
遣
と
い
う
手
続
き
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
の
侍
従
派
遣
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

東
北
三
県
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
北
條
氏
恭
侍
従
で
、
明
治
三
八
年

一
二
月
二
日
か
ら
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
と
い
う
ル
ー
ト
で
巡

視
し
た
。
宮
城
県
に
は
九
日
の
仙
台
を
皮
切
り
に
、
九
日
間
ほ
ど
滞

在
し
、
各
郡
内
の
凶
作
実
況
、
生
業
扶
助
事
業
等
を
視
察
し
て
い
る（

（（
（

。

　

こ
の
巡
視
視
察
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
侍
従
巡

視
関
係
』
は
、
同
年
一
二
月
～
翌
年
一
月
に
か
け
て
、
北
條
侍
従
に

提
出
す
る
凶
作
調
査
書
副
本
を
収
録
し
て
お
り
、
こ
の
調
査
書
の

デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
「
恩
賜
金
」
が
決
定
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
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で
き
る
。

　

こ
う
し
た
経
緯
に
よ
り
、『
恩
賜
録
』
明
治
三
九
年
一
月
三
一
日

に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

其
県
下
非
常
凶
作
之
為
メ
人
民
困
難
之
趣
憫
然
ニ
思
召
御
救
恤

ト
シ
テ　

聖
上　

皇
后
両
陛
下
ヨ
リ
金
二
万
円
下
賜
相
成
救
済

之
資
ニ
可
充
旨　

御
沙
汰
候
此
段
及
通
達
候
也

　
　
　
　
　
　

明
治
三
十
九
年
一
月
卅
一
日

宮
内
大
臣
子
爵　

田
中
光
顕

　
　
　

宮
城
県
知
事
亀
井
英
三
郎
殿

　

こ
の
よ
う
に
記
し
、
こ
れ
ま
で
の
「
恩
賜
金
」
と
同
様
に
、「
憫

然
ニ
思
召
」
と
の
立
場
か
ら
下
賜
し
、「
救
済
之
資
ニ
可
充
」
と
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た（

（（
（

。

（
三
）「
恩
賜
金
」
配
付
に
関
す
る
三
県
の
規
程

　
『
恩
賜
録
』
に
は
、
配
付
方
法
に
関
す
る
三
県
の
規
程
を
載
せ
て

い
る
が
、
配
付
に
関
す
る
規
程
で
は
三
県
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
名
称
と

な
っ
て
い
る
。
宮
城
県
で
は
「
御
下
賜
金
」、
福
島
県
は
「
御
救
恤

金
」、
岩
手
県
は
「
恩
賜
金
」
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
宮
城
県
で

は
明
治
三
五
年
の
凶
作
に
お
い
て
県
下
各
郡
に
「
恩
賜
金
」
と
の
名

称
で
配
付
し
て
い
る（

（（
（

。

　

宮
城
県
「
御
下
賜
金
取
扱
規
程
」
に
は
、
第
七
条
で
「
被
給
与
者

ヲ
招
集
シ　

思
召
ノ
趣
旨
ヲ
演
述
シ
各
人
ニ
交
付
ス
ヘ
シ
」「
給
与

ノ
際
ハ
市
ニ
在
リ
テ
ハ
市
参
事
会
員
町
村
ニ
在
リ
テ
ハ
区
長
ヲ
参
列

セ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
あ
る
。

　

福
島
県
「
御
救
恤
金
配
当
交
付
ニ
関
ス
ル
情
況
報
告
」
で
は
、
授

与
式
場
を
設
け
、
窮
民
を
招
集
し
、
市
町
村
会
議
員
、
区
長
、
警
察

官
を
参
列
さ
せ
、
両
陛
下
の
叡
旨
を
説
示
す
る
と
あ
る
。

　

岩
手
県
「
恩
賜
金
配
付
方
法
」
で
は
、
第
十
三
条
に
市
町
村
長
は

恩
賜
金
品
配
与
に
際
し
、「
御
沙
汰
書
写
」「
知
事
訓
達
」
を
被
災
者

に
下
付
。
聖
旨
、
訓
達
の
趣
旨
を
懇
示
し
、
恩
賜
金
品
を
配
与
す
る

と
き
は
被
災
者
各
自
よ
り
「
請
書
」
を
徴
す
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
罹
災
者
を
招
集
し
、
区
長
等
を
参
列
さ
せ
る
な
ど

に
よ
り
、「
恩
賜
金
」
の
授
与
式
と
も
い
う
べ
き
方
策
を
用
い
る
こ

と
で
、
そ
の
趣
旨
を
「
演
述
」（
宮
城
県
）、「
説
示
」（
福
島
県
）、「
懇

示
」（
岩
手
県
）
等
に
よ
り
、
徹
底
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。

三
、
宮
城
県
に
お
け
る
「
御
下
賜
金
」
の
配
付
に
つ
い
て

　

宮
城
県
は
、
仙
台
市
お
よ
び
県
内
一
六
郡
に
対
す
る
「
御
下
賜

金
」
の
配
付
を
検
討
し
、
分
配
に
関
す
る
諸
規
定
を
定
め
て
い
く
。

そ
れ
は
『
関
係
書
類
』
お
よ
び
『
凶
荒
誌
』
で
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
配
付
方
法
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た

い
。

　

ま
ず
、
明
治
三
九
年
二
月
一
三
日
に
分
配
に
関
す
る
算
定
率
を
定
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め
て
い
る
。
そ
れ
は
、県
税
戸
数
割
七
〇
銭
（
仙
台
市
は
四
四
銭
八
厘
）

未
満
の
納
税
者
及
び
各
市
町
村
に
お
い
て
「
赤
貧
者
」
と
し
て
同
税

を
賦
課
せ
ざ
る
戸
数
を
標
準
と
し
、
明
治
三
八
年
の
米
収
穫
量
に
応

じ
て
控
除
率
を
定
め
る
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
仙
台
市
お
よ
び
各
郡

の
配
当
額
を
定
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
「
訓
令
第
三
号
」（
明
治

三
九
年
二
月
）
で
「
御
下
賜
金
配
付
方
法
」
を
定
め
、
県
か
ら
郡
役

所
、
市
役
所
、
町
村
役
場
宛
て
に
次
の
よ
う
に
通
知
し
、
具
体
的
な

方
策
を
指
示
し
て
い
る（

（（
（

。

一　

�

御
下
賜
金
は
配
当
額
を
定
め
郡
市
に
分
配
す
郡
は
更
に
之

を
町
村
に
分
配
す
べ
し

二　

�

市
町
村
長
に
於
て
御
下
賜
金
の
分
配
を
受
け
た
る
と
き
は

一
人
別
給
与
額
を
定
め
迅
速
に
之
を
窮
民
に
交
付
す
べ
し

三　

�

御
下
賜
金
を
交
付
す
る
と
き
は
之
を
包
装
し
申
添
書
を
添

付
す
る
を
要
す

四　

�

市
町
村
に
於
て　

御
下
賜
金
を
交
付
す
る
と
き
は
別
紙
拝

受
書
を
製
し
五
日
以
内
に
市
長
は
知
事
に
、
町
村
長
は
郡

長
に
進
達
す
べ
し

　
　

�

郡
長
に
お
い
て
は
前
項
拝
受
書
を
受
け
た
と
き
は
直
に
之

を
知
事
に
進
達
す
る
こ
と
。

　

こ
う
し
た
訓
令
に
よ
り
、
郡
、
市
へ
の
通
知
を
徹
底
さ
せ
た
が
、

「
三
」
に
あ
る
「
申
添
書
」
に
は
、「
深
ク
天
恩
ノ
厚
キ
ヲ
拝
ス
ヘ

シ
」
と
し
、「
御
下
賜
金
」
の
趣
旨
を
重
ね
て
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

「
四
」
に
あ
る
「
別
紙
拝
受
書
」
に
は
、
金
額
、
住
所
、
氏
名
、
印

の
欄
を
設
け
た
表
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、『
受
領
証
』
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
郡
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
『
関
係
書
類
』
に
は
、
こ
の
「
訓
令
第
三
号
」
に
関
し
て
次

の
三
点
に
つ
い
て
郡
市
長
に
宛
て
た
通
牒
案
を
記
載
し
て
い
る
。

一
、
郡
役
所
ニ
於
テ
各
町
村
ノ
配
当
方
法
及
配
当
額
ヲ
定
メ
タ

ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
県
庁
ニ
報
告
ス
ル
コ
ト

二
、
御
下
賜
金
ノ
給
与
ハ
県
税
戸
数
割
七
拾
銭
以
下
ヲ
納
ム
ル

窮
民
ニ
限
ル
コ
ト

三
、
御
下
賜
金
ノ
給
与
額
ヲ
五
拾
銭
以
上
弐
円
以
内
ニ
於
テ
定

ム
ル
コ
ト

　

こ
の
よ
う
に
、「
御
下
賜
金
」
は
郡
ご
と
に
町
村
へ
の
配
付
額
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
金
額
は
二
円
か
ら
五
〇
銭
の
範
囲
で

の
配
付
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、「
訓
第
一
四
号
」
に
「
御
下
賜
金
」
配
付
に
関
す
る
注

意
事
項
を
次
の
よ
う
に
訓
令
し
て
い
る
。

聖
旨
ノ
ア
ル
所
ヲ
徹
底
セ
シ
メ
且
之
ヲ
以
テ
可
成
生
業
ノ
資
ト

ナ
ス
カ
又
ハ
貯
蓄
ノ
基
本
ト
ナ
ス
等
有
益
ノ
資
ニ
供
シ
徒
ラ
ニ

消
費
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ナ
キ
様
篤
ト
注
意
ヲ
加
フ
へ
シ（

（（
（

と
し
た
が
、『
関
係
書
類
』
に
記
載
さ
れ
る
「
訓
第
一
四
号
」
で
は
、

「
貯
蓄
ノ
基
本
ト
ナ
ス
」
の
部
分
は
「
郵
便
貯
金
ト
ナ
ス
」
と
原
本

に
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
、
朱
で
こ
の
よ
う
に
訂
正
し
て
い
る
。「
御
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下
賜
金
」
の
趣
旨
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、「
消
費
」
を
戒
め
、「
郵

便
貯
金
」
と
具
体
的
に
指
示
し
た
が
、「
貯
蓄
ノ
基
本
」
と
改
め
て
、

罹
災
者
の
も
と
に
配
付
す
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
「
御
下
賜
金
」
に
関
わ
る
規
定
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、

も
う
一
方
に
義
捐
金
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。

義
捐
金
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
通
り
膨
大
な
金
額
が
国
内
外
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
。『
凶
荒
誌
』
に
よ
る
と
、
明
治
三
八
年
一
一
月
一
三
日

に
金
百
円
が
寄
贈
さ
れ
た
の
が
嚆
矢
と
い
う
。
そ
の
後
相
次
ぐ
義
捐

金
品
の
送
付
を
受
け
、
同
月
二
一
日
「
庁
訓
第
一
八
号
」
に
よ
り

「
義
捐
金
品
取
扱
順
序
」
を
定
め
、
そ
の
受
領
・
保
管
等
に
関
わ
る

規
定
を
設
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
数
が
「
非
常
に
増
加
せ
る
を
以
て

二
月
六
日
」
に
「
更
正
」
を
加
え
、「
受
領
及
び
配
付
等
の
事
務
多

端
」
に
対
応
し
た
。
さ
ら
に
、
四
月
四
日
「
訓
第
三
九
号
」
に
よ
り
、

郡
役
所
等
に
義
捐
金
品
の
収
納
、
出
納
、
受
払
等
に
関
す
る
帳
簿
の

整
理
を
指
示
し
た（

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
義
捐
金
品
の
増
加
を
視
野
に
入
れ
て
、

「
御
下
賜
金
」
へ
の
特
別
な
意
味
づ
け
を
規
定
に
盛
り
込
ん
で
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
宮
城
県
各
郡
の
配
付
方
法

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
御
下
賜
金
」
は
県
か
ら
郡
に
配
付
さ

れ
、
郡
は
さ
ら
に
町
村
へ
と
配
付
し
て
い
く
こ
と
な
る
。
こ
の
さ
い

の
県
の
方
針
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
方
針
の
も
と
、
郡
は

町
村
へ
の
配
付
を
進
め
て
い
く
。
そ
こ
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
が
試

み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
関
係
書
類
』
に

綴
じ
ら
れ
て
い
る
郡
か
ら
の
報
告
な
ど
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
を
表
に
し
た
の
が
表
1
・
宮
城
県
各
郡
の
「
御
下
賜
金
」

配
付
方
法
で
あ
る
。

　

こ
の
表
で
明
ら
か
な
と
お
り
、
概
ね
県
の
方
針
を
継
承
し
て
い
る

が
、
具
体
的
な
配
付
に
関
す
る
手
だ
て
、
配
付
額
の
算
出
方
法
な
ど

は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
次
の
七
点

に
分
類
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

①
概
ね
県
の
方
針
を
継
承
し
た
郡
：
名
取
、
加
美
。

②�

配
付
に
関
し
て
四
種
な
い
し
三
種
に
分
け
た
郡
：
柴
田
、
伊

具
、
亘
理
。

③�

配
付
対
象
に
「
労
働
」「
非
労
働
」
を
明
記
さ
せ
て
い
る
郡
：

黒
川
、
玉
造
、
栗
原
。

④
平
均
に
配
付
し
た
郡
：
志
田
。

⑤
独
自
の
算
定
方
法
を
定
め
た
郡
：
刈
田
、
牡
鹿
、
本
吉
。

⑥
郵
便
貯
金
に
踏
み
込
ん
だ
郡
：
遠
田
、
桃
生
。

⑦�

「
貯
蓄
」「
生
業
ノ
資
」
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
た
郡
：
宮
城
、

登
米
。

　

こ
う
し
た
分
類
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
分
類
す
る

と
、
Ａ
①
、
Ｂ
②
、
③
、
④
、
⑤
、
Ｃ
⑥
、
⑦
と
三
つ
に
分
け
る
こ
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　表１　宮城県各郡の「御下賜金」配付方法（『御下賜金関係書類』をもとに作成）

郡名 報告書等の名称
日付

（明治（9年） 配付方法（※） 備　　考

刈田

御下賜金
分配方法
及配当額
報告

2月 21 日

県税 （0 銭未満及び賦課を免除され
た戸数 1 戸に平均 44 銭 （ 厘 1（ を
乗して分配額とし、5銭未満は四捨
五入

白石町のみ 5/10 を減じて分配

柴田
御下賜金
配当方法
及配当額

2月 1（ 日 窮民の甚だしき状況を 4 種に区分
し、配当額を定める

「訓示」にて、義捐金により窮民救済が
十分とし、御下賜金は勤倹の気風を育
成すべく郵便貯金に付せしめるよう取
り計るべしとした。

伊具 御下賜金配当方法 4月 11 日 配付対象者を 4 種に区分し、配当
額を定める

亘理
御下賜金
配当方法
及配当額

2月 1（ 日 配付対象者を （ 種に区分し、配当
額を定める

名取 御下賜金配当方法 2月 19 日
町村役場にて配当方法、配当額を
定めたときは郡役所に報告するこ
と

宮城 御下賜金配付方法 2月 2（ 日
配付対象を （ 種に区分、配付され
た御下賜金を三分しそれぞれの対
象に平等に割当算出

「指示事項」にて生業の資とするか貯金
とするか決定させ、町村長より郡長に
報告することとした

黒川 御下賜金配当方法 2月 25 日 窮民の実況を査察し、労働非労働
者の員数を参酌して給与額を決定

加美

御下賜金
配付方法
並ニ配付
額報告

日付記載
なし

配当額の分配を受けるときは 50 日
以内に 1 人別給与額を定め請求す
ること

志田 御下賜金配当方法 4月 9日
郡内窮民に 1戸 （2 銭 （ 厘を平均分
配、端数は各町村内の最極窮民 1
人に増加配付

玉造

御下賜金
下付手続
（郡訓令
第 1（ 号）

2月 24 日 給与額は貧窮の程度、家族の員数
の関係を参酌して定めること

「御下賜金交付人名調」に「家族欄」、
「生活現状」を設け、前者に「労働」「非
労働」について記入させた

遠田

御下賜金
分配方法
及配当額
報告

2月 2（ 日
生業の資とする場合は確実に履行
させ、貯蓄の場合は保管申込書を
差し出せ、郵便貯金通帳を保管

栗原 御下賜金配付方法 （月 1日

労働者なく食費を得る道なき者等
に 1 戸 2 円、労働者あるも食費得
るに足らざる者に 1戸 1 円 50 銭と
の配付の基本を提示

登米
御下賜金
分配方法
報告

2月 19 日
県税戸数割 （0 銭以下の戸数を基準
とし、収穫歩合と町と村との関係
を参酌して配当額を定める

「指示事項」に御下賜金は徒に衣食料と
しないこと , 生業の資とするか貯蓄とす
るか町村長において適宜の方法を設定
させ、なるべく郵便貯金とし、通帳は
村長保管、避くべからざる失費、生業
の資となす場合以外は慢りに支出せざ
るよう注意することとし、生業の資と
する者、貯蓄する者とを区分し、1人ご
とに郡に報告させる
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と
が
で
き
る
。
Ａ
は
県
の
方
針
に
追

記
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
Ｂ
は
独
自

に
追
記
す
べ
き
項
目
を
上
げ
た
点
に

特
色
が
あ
り
、
Ｃ
は
県
の
方
針
の
核

で
あ
る
貯
蓄
に
関
し
て
、
よ
り
強
く

踏
み
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
Ｂ
、

Ｃ
は
県
の
方
針
に
何
ら
か
の
方
策
を

加
え
て
い
る
こ
と
で
、
郡
の
事
情
を

反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
中
か
ら
、

配
付
の
意
義
と
実
態
に
関
わ
る
と
こ

ろ
を
見
出
し
て
い
く
べ
く
、
次
の
三

郡
に
絞
っ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に

し
た
い
。

　

そ
の
三
郡
は
、「
御
下
賜
金
」
と

窮
民
救
済
事
業
の
「
労
銀
」
に
関
す

る
「
訓
示
」
を
提
示
し
て
、「
御
下

賜
金
」
を
意
義
づ
け
た
柴
田
郡
、
郡

の
「
御
下
賜
金
」
配
付
に
抗
議
文
が

提
出
さ
れ
、
配
付
に
関
わ
る
問
題
点

が
顕
在
化
し
た
遠
田
郡
、
平
均
に
配

付
す
る
と
い
う
他
に
な
い
方
式
を
打

ち
出
し
た
志
田
郡
の
三
郡
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
郡
か
ら
、
配
付
に
向

け
た
郡
の
ね
ら
い
を
分
析
し
、
ど
の
よ
う
に
「
御
下
賜
金
」
が
届
け

ら
れ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

（
一
）
柴
田
郡
の
例

　

柴
田
郡
で
は
、「
御
下
賜
金
配
当
方
法
及
配
当
金
」（
二
月
一
七
日

付
）
と
の
報
告
書
を
県
に
提
出
し
「
窮
乏
ノ
状
況
甚
ダ
シ
キ
モ
ノ
及

人
員
ノ
多
キ
モ
ノ
ヨ
リ
順
次
甲
乙
丙
丁
ノ
四
種
ニ
区
別
」
し
て
配
付

額
を
定
め
る
と
し
、
二
円
、
一
円
五
拾
銭
、
一
円
、
五
拾
銭
の
四
種

の
額
を
示
し
た
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
恩
賜
金
配
付
を
実
施
す
る

と
し
た
（『
関
係
書
類
』、
句
読
点
筆
者
）。

町
村
ニ
於
ケ
ル
御
下
賜
金
ノ
配
付
ハ
、
別
ニ
定
ム
ル
日
割
ニ
基

キ
、
予
メ
窮
民
ヲ
町
村
役
場
若
ク
ハ
小
学
校
ニ
招
集
セ
シ
メ
、

本
官
臨
場
御
旨
趣
ノ
ア
ル
所
ヲ
演
述
シ
、
町
村
長
ヲ
シ
テ
交
付

セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。
右
ノ
場
合
ニ
ハ
、
町
村
会
議
員
区
長
及

町
村
内
有
志
者
ヲ
立
合
ハ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
。

と
し
た
が
、
同
日
付
柴
田
郡
長
か
ら
県
第
一
部
長
へ
の
報
告
で
、
町

村
長
を
招
集
し
て
訓
示
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

（（
（

。

　

こ
の
訓
示
は
二
通
あ
り
、
最
初
の
訓
示
は
「
御
下
賜
金
」
に
関
わ

る
も
の
で
、「
窮
民
」
と
な
る
要
因
を
「
慢
惰
放
肆
ノ
慣
習
」
に
あ

り
、
そ
れ
を
打
破
す
る
に
は
「
勤
労
ノ
風
ヲ
興
シ
貯
蓄
ノ
道
ヲ
奨
ム

ル
ニ
ア
リ
」
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
「
訓
示
」
は
各
地
か
ら
寄

桃生 御下賜金配付方法 2月 2（ 日
御下賜金は郵便貯金とし、これを
生業に充てる場合、町村長は郡長
の承認を得ることとした

本吉 御下賜金配当報告 （月 （日 各町村標準戸数により配当し、窮
民の実況と現住戸数とを参酌

牡鹿
御下賜金
各町村配
当額調

2月 2（ 日
最窮民戸数人口を標準とし、戸数
に 1 円 50 銭、人口に （（ 銭として
戸数人口に応じ配当

県第 1 部長より福井村と石巻町の配当
に「権衡ヲ得サル」との照会があり、
実地視察によると回答

　　　　　　　　　　　　※県の方針以外に追加した方法を表記
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せ
ら
れ
る
義
捐
金
品
に
よ
り
「
窮
民
ノ
窮
乏
ヲ
救
済
」
す
る
の
に
充

分
の
「
余
貲
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
御
下
賜
金
」
に
関
し
て
次
の

よ
う
に
取
り
計
ら
う
よ
う
に
求
め
た
（
句
読
点
、
筆
者
）。

御
下
賜
金
ノ
分
ニ
就
テ
ハ
、
寧
ロ
漸
次
窮
民
ノ
位
地
ヲ
離
脱
シ

勤
倹
ノ
気
風
ヲ
育
成
ス
ル
方
ニ
用
フ
ル
ヲ
適
当
ト
信
ズ
ル
ニ
依

リ
、
此
際
各
位
ニ
於
テ
ハ
宜
ク
窮
民
ヲ
提
撕
誘
掖
シ
、
以
テ
之

ヲ
郵
便
貯
金
ニ
附
セ
シ
メ
、
漸
次
勤
倹
貯
蓄
ノ
緊
要
ヲ
自
覚
シ
、

自
然
窮
民
ノ
位
置
ヲ
離
脱
ス
ル
様
取
計
フ
ベ
シ
。

　

ま
た
、
も
う
一
通
の
「
訓
示
」
は
、
窮
民
救
済
事
業
の
「
労
銀
」

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
先
の
「
訓
示
」
と
同
様
に
「
窮
民
困

弊
」
を
「
因
襲
」
に
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
救
う
術
を
「
貯
金
」
に
求

め
、
そ
の
意
義
を
「
勤
勉
労
働
ノ
真
諦
ヲ
自
覚
ス
ル
モ
ノ
焉
ゾ
永
ク

窮
民
ノ
位
置
ニ
在
ラ
ン
ヤ
寸
進
尺
歩
中
民
ノ
階
級
ニ
進
マ
ン
ノ
ミ
」

と
し
た
。
そ
の
上
で
、「
労
銀
」
を
与
え
る
こ
と
で
、
事
業
終
了
後

に
「
一
層
ノ
堕
落
ヲ
来
ス
ナ
キ
ヤ
ヲ
保
セ
ズ
」
と
警
告
し
、「
適
切

恰
当
ノ
方
法
」
に
よ
っ
て
、「
郵
便
貯
金
ニ
附
シ
漸
次
貯
金
ノ
趣
味

ト
功
要
ト
ヲ
自
覚
セ
シ
ム
様
努
メ
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
訴
え
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
こ
の
二
つ
の
「
訓
示
」
は
、
窮
民
と
な
っ
た
要
因
を

「
慢
惰
放
肆
ノ
慣
習
」
な
い
し
「
因
襲
」
に
求
め
な
が
ら
、
そ
こ
か

ら
の
脱
却
を
「
貯
蓄
」
に
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
考
え
は
、
郡
役
所
の
行
政
官
の
立
場
か
ら
そ
の
窮
状
を
捉

え
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
ど
う
脱
却
す
る
か
を
、

問
い
詰
め
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、「
貯
蓄
」
の
気
風
を

高
め
る
よ
う
指
示
し
た
が
、
そ
の
根
拠
に
義
捐
金
品
が
充
分
に
回
っ

て
い
て
、
当
座
の
救
済
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
、
宮
城
県
が
提
示
し
た
「
御
下
賜
金
」
を
「
徒
ラ
ニ
消
費

ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ナ
キ
様
篤
ト
注
意
ヲ
加
フ
へ
シ
」
と
す
る
指
示
を

よ
り
具
体
化
さ
せ
る
べ
く
、
窮
民
か
ら
の
脱
却
に
求
め
た
こ
と
で
、

郡
の
立
場
を
明
確
に
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
県
の
方

針
が
郡
役
所
段
階
で
よ
り
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
と
理
解
で
き

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、「
御
下
賜
金
」
お
よ
び
「
労
銀
」
を
機

縁
と
し
て
、
貯
蓄
の
気
風
を
育
て
る
こ
と
で
、「
窮
民
」
か
ら
脱
却

を
図
り
、「
中
民
ノ
階
級
」
へ
と
進
む
こ
と
を
願
う
柴
田
郡
の
「
訓

示
」
の
意
図
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
遠
田
郡
の
例

　

遠
田
郡
で
は
、「
御
下
賜
金
分
配
方
法
及
配
当
額
報
告
」（
二
月
二

八
日
付
）
に
て
、「
御
下
賜
金
」
に
関
し
て
生
業
の
資
も
し
く
は
郵

便
貯
金
と
し
、
前
者
で
は
確
実
な
履
行
、
後
者
で
は
通
帳
保
管
を
原

則
と
す
る
旨
、
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
方
針
を
ふ
ま
え
て
、
二
つ
の

史
料
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

第
一
が
『
遠
田
郡
凶
歉
史
』（
遠
田
郡
役
所
発
行
、
明
治
四
三
年
）
で

あ
る
。
同
書
は
、
大
凶
作
か
ら
五
年
後
の
刊
行
と
い
う
こ
と
で
、
記

憶
や
記
録
が
明
確
な
時
期
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。「
序
」
を
記
し
た
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遠
田
郡
長
・
近
藤
晋
二
郎
は
、「
救
恤
賑
済
の
法
」
を
「
授
産
主
義

に
定
め
」
た
こ
と
、
ま
た
「
両
陛
下
の
優
渥
な
る
恩
賜
と
、
内
外
諸

仁
人
の
懇
惻
な
る
義
捐
と
に
よ
り
、
一
人
の
餓
莩
を
見
ざ
り
し
」
と

述
べ
、「
救
済
事
務
の
顛
末
を
集
録
」
さ
せ
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
立
場
か
ら
、「
救
済
状
況
」
の
章
を
設
け
、「
北
條
侍
従

ノ
凶
作
状
況
視
察
」
で
は
、「
十
二
月
十
一
日
午
後
三
時
五
十
分
本

郡
小
牛
田
村
ヲ
経
テ
本
郡
役
所
ニ
臨
マ
ル
」
と
し
、
侍
従
一
行
の
人

員
数
と
そ
の
氏
名
を
記
し
、
さ
ら
に
郡
長
か
ら
凶
作
に
関
す
る
調
査

書
類
と
「
窮
民
現
下
ノ
食
物
ヲ
一
覧
ニ
供
シ
」
た
が
、
侍
従
が
「
其

食
物
ヲ
口
ニ
シ
テ
窮
民
ノ
惨
状
ヲ
推
察
セ
ラ
レ
タ
」
こ
と
に
つ
い
て
、

「
上
下
挙
テ
感
泣
ニ
絶
エ
サ
ル
所
ナ
リ
キ
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
一
行
は
「
軍
人
家
族
生
業
扶
助
ノ
為
メ
設
ケ
タ
ル
帽
子
地
伝
習

所
」
を
視
察
し
、
翌
日
午
前
八
時
小
牛
田
駅
よ
り
登
米
郡
新
田
に
向

か
っ
た
と
い
う（

（（
（

。

　

こ
う
し
た
詳
細
な
侍
従
視
察
の
模
様
を
伝
え
て
い
て
、『
侍
従
視

察
関
係
』
に
は
み
ら
れ
な
い
内
容
も
含
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
同
郡
に
お
け
る
「
御
下
賜
金
」
配
付
に
つ
い
て
も
、
町
村

段
階
で
の
詳
細
な
記
録
を
提
示
し
て
い
る
（
表
2
・
遠
田
郡
に
お
け
る

「
御
下
賜
金
」
配
付
参
照
）。
そ
の
配
付
方
法
を
み
て
い
く
と
、
先
述
の

県
下
一
六
郡
の
配
付
方
法
が
、
県
の
方
針
を
継
承
し
つ
つ
、
郡
ご
と

に
独
自
の
方
法
を
実
施
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
こ
こ
で
は
郡
の
方

針
を
継
承
し
つ
つ
、
町
村
ご
と
に
異
な
る
対
応
策
が
提
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
方
策
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
町
村
ご
と
の
実
態

に
応
じ
た
施
策
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
遠

田
郡
の
配
付
を
特
色
づ
け
る
郵
便
貯
金
に
関
し
て
は
町
村
長
に
よ
る

通
帳
保
管
が
概
ね
明
記
さ
れ
、
引
き
出
し
に
も
制
限
を
加
え
る
例
も

み
ら
れ
た
。

　

町
村
ご
と
の
配
付
に
つ
い
て
は
、「
極
貧
者
」
に
増
加
給
与
と
す

る
北
浦
村
、
端
数
を
貧
困
者
に
増
加
給
与
と
す
る
田
尻
町
の
例
が
あ

る
。
な
お
同
町
で
は
家
族
数
で
三
等
に
分
け
る
と
の
配
付
方
法
な
ど

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
県
下
各
郡
の
例
と
も
類
似
し
、
困
難

な
状
況
で
他
の
郡
な
ど
の
例
を
参
考
に
各
町
村
が
懸
命
に
策
を
練
っ

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

第
二
に
は
、『
関
係
書
類
』
に
遠
田
郡
不
動
堂
村
に
お
い
て
郵
便

貯
金
で
の
配
付
に
対
す
る
抗
議
文
が
所
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る（

（（
（

。

　

こ
の
抗
議
文
は
三
月
一
六
日
付
で
、「
宮
城
県
遠
田
郡
不
動
堂
村　

窮
民
一
同
」
か
ら
「
宮
城
県
知
事
亀
井
英
三
郎
」
宛
に
提
出
さ
れ
、

こ
れ
を
受
け
同
月
二
二
日
付
で
県
よ
り
遠
田
郡
に
問
い
合
わ
せ
が
な

さ
れ
て
い
る
（
地
第
五
〇
五
一
号
「
遠
田
郡
長
ヘ
照
会
案
」）。
そ
こ
で
は
、

郵
便
貯
金
の
み
な
ら
ず
義
捐
金
品
、
救
済
事
業
等
の
執
行
も
含
め
て

詳
細
な
報
告
を
郡
に
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
四
月
七
日
に
遠
田
郡

長
か
ら
県
第
一
部
長
宛
に
回
答
が
あ
り
、
救
助
方
法
、
貧
民
調
査
委

員
会
の
構
成
、
御
下
賜
金
保
管
方
法
等
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
報
告
を
受
け
て
四
月
一
四
日
付
で
第
一
部
長
か
ら
郡
長
へ
の
通
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表
２
　
遠
田
郡
に
お
け
る
「
御
下
賜
金
」
配
付
（『
遠
田
郡
凶
歉
史
』
を
も
と
に
作
成
）

町
村
名

交
付
式
日
時

（
明
治
（9
年
）

場
　
所

金
　
額

拝
受
者
数

配
付
方
法

郵
便
貯
金
に
関
す
る
規
定

涌
谷
町
4
月
19
日
10
時
涌
谷
小
学
校

2（（
円
（2
銭

4（（
す
べ
て
郵
便
貯
金
と
な
す

生
業
及
び
不
幸
遭
遇
等
に
限
り
引
き
出
す

こ
と

元
涌
谷
村
（
月
25
日
9
時
元
涌
谷
小
学
校

1（（
円
（
銭

254
県
税
戸
数
割
・
免
除
者
に
（0
銭
、
同
50
銭
及
び
20
銭
を

納
め
る
者
に
50
銭
交
付

郵
便
貯
金
と
し
、
村
長
こ
れ
を
監
督

篦
嶽
村

（
月
21
日

（
時
間
記
入
な
し
）
篦
嶽
村
役
場

11（
円
9（
銭

2（（
県
税
戸
数
割
1（
銭
以
下
を
納
め
る
者
を
限
度
と
し
、
1
戸

平
均
50
銭
と
し
、
人
口
の
数
に
按
分
し
て
給
与
、
生
業
の

資
と
す
る
。
最
高
1
円
（
銭
、
最
低
54
銭

大
貫
村

4
月
4
日
11
時
大
貫
小
学
校

（（
円
（4
銭

14（
県
税
戸
数
割
金
（0
銭
以
下
を
納
め
る
貧
困
者
を
4
等
に
分

け
て
配
付
、
生
業
の
資
と
す
る

1
戸
に
つ
き
40
銭
を
郵
便
貯
金
さ
せ
、
通

帳
は
村
長
保
管
残
金
は
現
金
で
配
付

沼
部
村

（
月
2（
日

（
時
間
記
入
な
し
）
沼
部
小
学
校

149
円
54
銭

299
目
下
救
助
な
し
つ
つ
あ
る
窮
民
に
対
し
生
業
の
資
と
し
、

消
費
せ
し
め
ず
流
動
資
本
と
す
る

左
項
以
外
の
者
は
郵
便
貯
金
と
し
、
村
長

こ
れ
を
監
視

田
尻
町
4
月
1（
日
10
時
東
渓
寺
本
堂

1（5
円
2（
銭

（09
県
税
戸
数
割
4（
銭
以
下
を
納
め
る
貧
困
者
に
家
族
の
数
に

よ
り
（
等
に
分
け
、
配
付
。
端
数
は
貧
困
者
に
増
加
給
与
生
業
の
資
本
と
し
て
各
自
20
銭
交
付
、
残

金
は
郵
便
貯
金
と
し
、
通
帳
は
町
長
保
管

富
永
村
（
月
25
日
10
時
富
永
小
学
校

（（
円
（（
銭

1（（
郵
便
貯
蓄
と
す
る

郵
便
貯
金
通
帳
は
村
長
保
管
、
適
当
な
時

期
に
交
付

中
埣
村
（
月
25
日
10
時
中
埣
尋
常
高
等
小

学
校

9（
円
（（
銭

144
郵
便
貯
蓄
と
し
、
県
税
戸
数
割
22
銭
以
下
を
納
め
る
者
に

交
付
、
最
高
95
銭
4
厘
、
最
低
50
銭
と
す
る

郵
便
貯
金
通
帳
は
村
役
場
に
保
管

北
浦
村
4
月
22
日
11
時
北
浦
小
学
校

150
円
2（
銭

（00
県
税
戸
数
割
（0
銭
以
下
を
納
め
る
窮
民
に
、
1
戸
50
銭

を
給
与
、
残
金
2（
銭
は
極
貧
者
に
増
加
給
与

生
業
の
基
本
と
し
て
各
自
に
20銭

を
交
付
、

残
金
は
郵
便
貯
金
。
通
帳
は
村
長
保
管

小
牛
田
町
（
月
1（
日
10
時
場
所
無
記
入

11（
円
（（
銭

2（（
毎
戸
平
均
50
銭
を
分
与
、
内
20
銭
は
現
金
交
付
、
残
金

（0
銭
は
小
牛
田
貯
蓄
給
合
会
を
設
け
、
小
牛
田
郵
便
局
に

預
け
る
。
（（
銭
の
残
金
は
極
貧
者
に
1
銭
増
加
給
与

貯
金
通
帳
は
組
合
長
保
管
。
払
戻
、
脱
約

の
際
は
組
合
長
の
承
認
を
得
る
こ
と

不
動
堂
村
（
月
11
日
11
時
不
動
堂
小
学
校

51
円
45
銭

（（
県
税
戸
数
割
（0
銭
以
下
を
納
め
る
者
を
限
度
と
し
、
4
等

に
分
け
て
配
付

郵
便
貯
金
と
し
、
通
帳
は
村
長
保
管

南
郷
村

（
月
（
日
10
時
南
郷
村
役
場

250
円
4
銭

445
県
税
戸
数
割
14
銭
以
下
を
納
め
る
者
を
限
度
と
す
。
す
べ

て
郵
便
貯
金
と
な
す
。

通
帳
は
村
長
保
管
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牒
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
抗
議
文
、

郡
の
回
答
、
県
第
一
部
長
か
ら
の
通
牒
等
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

　

抗
議
文
の
要
点
は
次
の
通
り
。

・
三
月
十
一
日
当
村
小
学
校
内
ニ
於
テ
配
与

・�

村
長
道
家
亀
寿
郎
ハ
自
分
ノ
利
得
ヲ
謀
リ
脅
迫
ヲ
以
テ
貯
金

ヲ
シ
テ
置
ケ
ト
云
フ
。
自
分
ハ
預
リ
置
キ
配
与
セ
ズ

・�

今
回
ノ
凶
作
ノ
タ
メ
窮
民
ハ
一
ヶ
月
金
一
円
ニ
対
シ
弐
銭
ノ

利
子
或
ハ
日
賦
利
ノ
時
ハ
拾
日
ニ
五
銭
位
ノ
利
子
ヲ
付
シ
借

受
・�

高
金
利
ヲ
借
受
暮
シ
ヲ
シ
テ
居
ル
ニ
下
利
ノ
貯
金
シ
タ
ト
テ

貧
民
救
済
デ
ハ
ナ
イ
ト
思
フ

・�

三
度
ノ
飯
モ
喰
ヒ
兼
子
、
所
有
品
ハ
売
払
ヒ
立
タ
侭
ニ
ナ
リ

テ
生
計
ヲ
遂
ケ
居
ル
故
、
恐
レ
オ
ウ
ク
モ
両
陛
下
ヨ
リ
救
助

ヲ
受
ケ
シ
金
ヲ
貯
金
ト
云
フ
テ
配
与
セ
ザ
ル
ハ
全
ク
自
分
ノ

利
得
ヲ
計
リ
シ
ナ
リ

・�

貯
金
ノ
賛
成
者
ハ
一
人
モ
ナ
キ
ニ
拘
ワ
ラ
ズ
、
村
長
ハ
強
迫

ヲ
以
テ
貯
金
ヲ
命
ズ
タ
次
第
デ
ア
ル
依
テ
ハ
各
人
ニ
急
レ
至

配
与
ス
ル
用
ニ
村
長
ニ
御
訓
示
ヲ
願
フ
、
閣
下
ノ
命
令
ニ
モ

応
ゼ
ズ
シ
テ
貧
民
ニ
至
急
配
当
セ
サ
ル
時
ハ
宮
内
省
マ
テ
上

申
シ
テ
配
与
致
サ
セ
ン
ト

・�

又
一
ニ
曰
ク
村
長
ハ
預
リ
置
キ
村
税
滞
納
ノ
時
差
引
ト
モ
云

フ
・�

両
陛
下
ヨ
リ
窮
民
ノ
糊
口
ヲ
償
ヒ
目
下
ノ
餓
死
ヲ
救
助
ス
ル

タ
メ
ニ
御
下
賜
サ
レ
タ
ル
金
ヲ
配
与
セ
ズ
シ
テ
自
分
ノ
利
得

ヲ
謀
リ
置
ク
ト
ハ
実
ニ
言
葉
ニ
モ
話
シ
ニ
モ
申
サ
レ
ザ
ル
私

欲
無
情
ナ
リ

・�

冀
ク
ハ
至
急
配
当
ス
ル
用
御
尽
力
ヲ
願
フ
、
愈
々
配
当
セ
ザ

ル
時
ハ
宮
内
省
ニ
テ
上
申

　

こ
の
よ
う
に
そ
の
要
点
と
な
る
部
分
を
あ
げ
て
み
た
が
、
こ
こ
に

は
貯
金
と
い
っ
て
直
接
配
与
さ
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
抗
議
が
基
調

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
厳
し
い
借
金
返
済
の
実
状
や
生
活
難
が
提
示

さ
れ
、
知
事
に
「
御
下
賜
金
」
の
配
当
を
求
め
、
そ
れ
が
適
わ
ぬ
と

き
は
宮
内
省
に
上
申
す
る
と
二
度
も
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
村
長

が
村
税
滞
納
者
に
は
差
し
引
く
と
も
い
い
、「
貯
金
」
だ
け
で
は
な

く
「
税
滞
納
」
問
題
も
含
ん
で
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
郡
側
は
県
の
照
会
に
対
し
、
次
の
三
点
を
あ
げ
て

回
答
し
て
い
る
。

①�

不
動
堂
村
で
は
信
用
あ
る
有
志
を
「
貧
民
調
査
委
員
」
に
任

命
し
て
被
救
助
者
を
選
ん
で
い
る
。
こ
の
委
員
は
「
村
農
会

評
議
員
」
で
、
後
に
同
村
長
を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
二
人
を

含
む
七
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

②�
郵
便
貯
金
通
帳
は
村
長
保
管
で
あ
る
が
、
引
出
し
の
必
要
が

あ
る
と
き
は
「
村
長
ニ
申
出
村
長
其
必
要
ト
認
メ
タ
ル
上
之
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ヲ
交
付
」
と
し
、「
窮
民
ハ
未
タ
一
人
モ
交
付
方
申
出
テ
タ

ル
モ
ノ
ナ
シ
」
と
し
て
い
る
。

③�
あ
る
一
人
の
人
物
名
を
あ
げ
、「
村
治
上
ニ
関
シ
村
長
ニ
対

シ
嫌
焉
タ
ラ
サ
ル
コ
ト
ア
リ
テ
奸
策
ヲ
弄
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ト

云
フ
」
と
も
記
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
回
答
を
得
て
、
県
か
ら
「
他
ノ
疑
念
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
カ

如
キ
コ
ト
無
之
様
御
撫
養
相
希
度
此
段
令
通
牒
候
也
」
と
郡
に
伝
え

て
い
る
（
四
月
一
四
日
）。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
問
題
点
を
探
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
不

動
堂
村
は
遠
田
郡
の
中
で
は
「
御
下
賜
金
」
対
象
者
が
最
も
少
な
い
。

『
不
動
堂
村
誌
』
に
は
「
地
方
公
共
事
業
ノ
効
績
者
」
の
一
人
と
し

て
、
村
長
の
道
家
亀
寿
郎
が
紹
介
さ
れ
、「
筆
生
」
か
ら
村
長
と
な

り
、
郡
の
要
職
を
歴
任
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
そ
う
し
た
功
績
と
、

抗
議
文
の
非
難
と
は
大
き
く
隔
た
っ
て
お
り
、
こ
の
点
を
ど
う
捉
え

る
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

③
で
指
摘
さ
れ
た
人
物
名
は
、『
受
領
証
』
第
参
分
冊
・
遠
田
郡

不
動
堂
村
の
名
簿
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
郡
が
指
摘
す
る
人
物
名

に
ど
こ
ま
で
信
憑
性
が
あ
る
か
確
認
で
き
な
い
が
、「
御
下
賜
金
」

受
領
の
対
象
者
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
抗
議
文
は
村
長
や
貧
民
調
査

委
員
と
は
異
な
る
立
場
に
あ
る
人
物
の
影
響
下
か
ら
出
た
も
の
か
と

思
わ
れ
、
そ
う
し
た
意
味
で
『
不
動
堂
村
誌
』
の
道
家
亀
寿
郎
へ
の

評
価
と
も
関
連
し
て
、
同
村
内
で
の
な
ん
ら
か
の
対
立
が
背
景
に
あ

る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
抗
議
文
で
は
県
知
事
に
訴
え
「
御
下
賜
金
」
配
付
が
で
き

な
い
場
合
は
宮
内
省
に
上
申
す
る
と
二
度
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

県
・
郡
側
は
「
御
下
賜
金
」
で
あ
る
か
ら
「
貯
蓄
ノ
基
本
」
と
す

る
と
主
張
し
、
抗
議
文
で
は
「
下
利
ノ
貯
金
シ
タ
ト
テ
貧
民
救
済
デ

ハ
ナ
イ
ト
思
フ
」
と
し
、「
御
下
賜
金
」
を
「
両
陛
下
ヨ
リ
救
助
ヲ

受
ケ
シ
金
」
と
い
い
、「
聖
上
両
陛
下
ヨ
リ
窮
民
ノ
糊
口
ヲ
償
ヒ
目

下
ノ
餓
死
ヲ
救
助
ス
ル
タ
メ
ニ
御
下
賜
サ
レ
タ
金
」
と
も
述
べ
て
、

そ
れ
を
配
与
し
な
い
こ
と
を
抗
議
し
た
。
つ
ま
り
抗
議
文
で
は
、

「
御
下
賜
金
」
は
「
貯
金
」
で
は
な
く
、
窮
民
に
直
接
渡
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
捉
え
て
い
た
。

　

こ
こ
に
、「
御
下
賜
金
」
に
対
す
る
理
解
の
相
違
が
明
示
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
貯
蓄
を
と
お
し
て
窮
民
救
済
を
考
え
、
村
長
へ
の

「
嫌
焉
」
が
抗
議
文
に
あ
る
と
す
る
郡
の
立
場
と
、
そ
の
貯
蓄
を
村

長
か
ら
の
「
脅
迫
」
と
受
け
と
め
、「
御
下
賜
金
」
の
直
接
配
付
を

求
め
る
抗
議
文
の
立
場
が
衝
突
し
た
状
況
が
あ
る
。
両
者
と
も
に

「
御
下
賜
金
」
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
が
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
抗
議
文
で
は
県

知
事
に
訴
え
、
そ
れ
も
適
わ
ぬ
場
合
は
宮
内
省
に
上
申
と
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
不
動
堂
村
に
限
ら
ず
村
長
に
よ
る
通
帳
保
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管
と
す
る
こ
と
や
村
税
滞
納
と
差
し
引
く
と
の
指
示
へ
の
反
発
が

あ
っ
た
こ
と
は
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
柴
田
郡
の
「
訓

示
」
と
は
異
な
り
、
義
捐
金
に
対
す
る
言
及
は
抗
議
文
に
な
く
、
そ

の
た
め
県
側
か
ら
こ
の
点
で
の
問
い
合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

郡
の
回
答
で
は
窮
民
の
増
加
が
あ
っ
た
が
「
各
種
事
業
開
始
シ
タ
ル

ヲ
以
テ
生
業
扶
助
ニ
転
ジ
多
少
ノ
減
少
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
」
と
し
て

お
り
、
改
善
の
兆
し
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
遠
田
郡
に
お
け
る
こ
の
係
争
は
大
き
な

広
が
り
を
他
の
史
料
等
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
同
郡
の
郵
便
貯
金
と
す
る
指
示
に
は
、
町

村
長
の
保
管
お
よ
び
引
き
出
し
の
制
限
を
明
記
す
る
例
が
多
く
、
一

定
程
度
強
制
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
反
発
も

部
分
的
に
み
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
志
田
郡
の
例

　

次
に
平
均
に
分
配
す
る
と
し
た
志
田
郡
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
同

郡
は
、
四
月
九
日
に
知
事
宛
に
「
御
下
賜
金
配
当
方
法
」
を
提
出
し
、

「
郡
内
窮
民
戸
数
弐
千
弐
百
八
拾
弐
戸
」
に
郡
配
付
額
「
壱
千
四
百

参
拾
五
円
」
を
「
一
戸
金
六
拾
弐
銭
八
厘
」
均
等
に
分
配
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
「
配
当
金
」
は
各
町
村
役
場
に
て
郡
長
出
張
の
上
交
付
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
「
日
割
」（
日
程
）
な
ど
も
記
し
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
平
均
分
配
で
生
じ
た
端
数
（「
壱
円
九
拾
銭
四
厘
」）
は
、

郡
内
九
か
町
村
に
「
弐
拾
壱
銭
」
均
等
配
付
し
、
各
町
村
の
「
最
極

窮
民
一
人
ニ
増
加
配
当
ス
ル
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
端
数
「
五
厘
」

は
志
田
村
に
加
算
す
る
と
し
た
。
こ
う
し
て
徹
底
し
た
平
均
分
配
を

貫
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
や
郵
便
貯
金
に
関
す
る
こ
と
な
ど

に
つ
い
て
の
言
及
が
な
く
、「
聖
旨
ア
ル
所
ヲ
徹
底
セ
シ
ム
ル
様
訓

諭
」
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
平
均
配
付
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

知
事
宛
の
報
告
が
な
さ
れ
る
一
ヶ
月
ほ
ど
前
の
二
月
二
八
日
に
志
田

郡
長
草
間
宗
軒
が
伊
具
郡
長
に
転
任
し
、
宮
城
県
警
部
で
あ
っ
た
岩

淵
俊
夫
が
新
し
く
郡
長
に
就
任
し
て
い
た（

（（
（

。
こ
の
岩
淵
の
功
績
に
つ

い
て
『
志
田
郡
沿
革
史
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る（

（（
（

（
句
読
点
、

傍
線
、
筆
者
）。

大
責
任
ヲ
双
眉
ニ
荷
フ
今
ヤ
窮
民
救
済
ノ
実
ヲ
上
ゲ
ン
ニ
ハ
、

慎
重
ノ
体マ

マ

度
ヲ
以
テ
之
ニ
処
シ
民
ニ
遺
憾
ナ
カ
ラ
シ
メ
ザ
ル
可

ラ
ズ
。
是
ニ
至
リ
岩
間
郡
長
ハ
救
済
ニ
先
立
チ
怠
納
ノ
整
理
ヲ

ナ
シ
テ
後
、
着
々
其
歩
ヲ
進
メ
ン
モ
ノ
ト
、
鹿
島
台
村
及
松
山

町
ニ
於
ケ
ル
七
箇
年
怠
納
ヲ
整
理
シ
、
他
町
村
ハ
五
箇
年
間
ニ

渉
レ
ル
怠
納
ノ
整
頓
ヲ
ナ
ス
。
今
ヤ
其
効
果
見
ル
ベ
キ
ア
リ
テ
、

卅
九
年
五
月
ヨ
リ
整
理
ニ
着
手
シ
同
年
十
二
月
ヲ
以
テ
其
局
ヲ

結
ブ
。
之
レ
行
政
上
ノ
治
績
ヲ
上
グ
ル
ト
共
ニ
、
窮
民
救
済
ノ

方
法
ヲ
考
稽
シ
、
且
ツ
実
施
ス
ル
ノ
端
緒
ト
云
フ
ベ
シ
。

　

こ
の
記
述
か
ら
、
志
田
郡
で
は
「
税
怠
納
」
の
整
理
が
喫
緊
の
課
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題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
郡
内
町
村
の
経
済
的
安
定
を
大
凶
作
と

い
う
非
常
事
態
の
中
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。『
志

田
郡
沿
革
史
』
第
十
三
編
「
古
今
功
績
家
」
第
五
章
「
公
職
家
」
に

は
、
同
郡
町
村
に
お
い
て
顕
著
な
功
績
を
あ
げ
た
公
職
者
四
二
人
に

つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
半
数
近
く
の
一
八
人
が
納
税
の
督
励

や
税
怠
納
の
整
理
な
ど
に
尽
力
し
た
こ
と
を
特
記
し
て
い
る
。
こ
の

中
に
は
「
税
怠
納
」
が
町
村
の
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
を
説
得
し
た

人
物
の
例
や
、
吏
民
調
和
の
実
を
挙
げ
納
税
整
理
に
従
事
し
た
人
物

な
ど
の
記
事
も
あ
る（

（（
（

。

　

大
凶
作
と
「
税
怠
納
」
と
い
う
二
重
の
圧
迫
の
中
で
、
課
題
解
決

に
向
け
た
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
明
ら

か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
「
平
均
配
付
」
と
い

う
方
策
が
練
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

志
田
郡
の
報
告
で
は
配
当
金
交
付
の
「
日
割
」
が
明
記
さ
れ
、
郡

長
が
出
張
の
上
訓
諭
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
ま
た
「
最
極
窮
民
」

に
も
追
加
配
当
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
定
の
配
付
が
な
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
が
、
遠
田
郡
不
動
堂
村
の
よ
う
な
滞
納
分
を
「
御
下
賜

金
」
で
差
し
引
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
公
職
者
の
功
績
記
事
か
ら
地
域
ご
と
に
種
々
の
方
策
を
積
み

上
げ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
積
み
上
げ
を
よ
り
有
効
に
さ

せ
る
た
め
に
「
平
均
配
付
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先

述
の
よ
う
な
説
得
や
調
和
策
の
例
か
ら
、
相
当
の
苦
心
が
垣
間
見
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、「
御
下
賜
金
」
を
均
等
に
配
分
す
る
と
い
う
方
策

を
掲
げ
る
こ
と
で
、
怠
納
問
題
解
決
の
効
果
を
高
め
た
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。『
志
田
郡
沿
革
史
』
の
記
事
は
、
町
村
の
行

政
に
関
与
し
た
人
々
の
功
績
を
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
郡
長

か
ら
表
彰
さ
れ
た
人
物
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
し

て
い
く
べ
き
で
あ
る
が
、
困
難
な
課
題
に
向
き
合
っ
て
き
た
側
面
は

否
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
つ
の
郡
を
例
に
「
御
下
賜
金
」
配
付
に
つ
い
て
分

析
し
た
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
県
の
方
針
を
継
承
し
な
が
ら
、
郡
お

よ
び
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
の
実
状
を
ふ
ま
え
た
施
策
で
あ
る
と
い
う
大

前
提
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
大
凶
作
に
対
す
る
郡
、
町
村
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、

柴
田
郡
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
県
の
方
針
を
郡
の
立
場
か
ら
一
層

深
め
、
窮
民
状
態
か
ら
脱
却
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
御
下
賜
金
」

を
意
義
づ
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、

大
凶
作
と
い
う
危
機
的
な
状
況
を
乗
り
切
る
た
め
の
施
策
が
「
御
下

賜
金
」
配
付
を
契
機
と
し
て
生
み
出
さ
れ
、
窮
民
救
済
を
具
体
化
さ

せ
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
に
、「
御
下
賜
金
」
の
配
付
を
軸
に
大
凶
作
と
い
う
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広
範
囲
な
災
害
に
対
す
る
救
助
の
あ
り
よ
う
を
考
え
て
み
た
。
災
害

救
助
の
重
要
な
手
だ
て
と
し
て
、「
御
下
賜
金
」
と
義
捐
金
が
あ
り
、

そ
れ
ら
を
単
に
配
与
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
窮
民
状
態
か
ら
の
脱

却
を
は
か
る
「
貯
蓄
」
や
、「
行
政
上
ノ
治
績
ヲ
上
グ
ル
」
た
め
に

「
税
怠
納
」
問
題
解
決
な
ど
と
も
関
わ
っ
て
い
く
な
ど
、
郡
や
町
村

段
階
で
の
実
状
を
反
映
す
る
方
策
が
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、「
交
付

式
」
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
趣
旨
を
徹
底
さ
せ
て
い
く
工
夫
が
、
県
、

郡
、
町
村
へ
と
つ
な
が
る
地
方
行
政
の
構
造
を
固
め
て
い
く
こ
と
に

も
繋
が
っ
て
い
く
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
諸
施
策
が
、
例
え
ば
日
露
戦
争
後
に
広
が
る
「
地
方
改

良
運
動
」
が
「
勤
倹
貯
蓄
」
な
ど
を
推
奨
し
た
こ
と
と
も
関
連
し
て

い
く
こ
と
に
も
な
り
、
地
域
の
あ
り
よ
う
を
模
索
す
る
郡
長
、
町
村

長
等
の
地
方
行
政
官
の
立
脚
点
を
次
第
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（1
）　

宮
城
県
編
『
明
治
三
十
八
年　

宮
城
県
凶
荒
誌
』
宮
城
県
、
大
正

五
年
、
一
～
二
頁
お
よ
び
一
九
二
～
一
九
三
頁
（
以
下
、『
凶
荒

誌
』）。

（
2
）　

同
右
、
二
六
九
～
二
七
八
頁
。

（
（
）　

仙
台
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
仙
台
市
史
』
通
史
編
（
近
代
、
仙

台
市
、
平
成
一
四
年
、
三
〇
九
頁
。

（
4
）　
『
凶
荒
誌
』
第
四
編
第
二
章
「
土
木
工
事
」
参
照
。

（
5
）　
「
地
第
三
九
九
六
号
」（
明
治
三
九
年
三
月
六
日
付
）・『
凶
荒
誌
』

六
一
六
～
六
一
七
頁
参
照
。
な
お
、
外
国
か
ら
の
義
捐
金
に
つ
い

て
は
菊
池
義
昭
「
東
北
三
県
凶
作
と
海
外
か
ら
の
救
援
活
動
Ⅰ
―

海
外
か
ら
の
義
捐
金
の
概
要
と
米
国
赤
十
字
社
等
の
義
捐
金
配
分

の
実
態
（
1
）」、『
東
北
社
会
福
祉
史
研
究
』
第
一
二
号
、
平
成

四
年
、
参
照
。

（
（
）　
『
凶
荒
誌
』
七
〇
一
頁
。

（
（
）　

同
右
七
〇
六
～
七
〇
七
頁

（
（
）　

同
右
七
一
一
～
七
一
三
頁
お
よ
び
吉
田
久
一
『
近
代
仏
教
社
会
史

研
究
』
下
巻
（
吉
田
久
一
著
作
集
（
所
収
）、
川
島
書
店
、
平
成

三
年
、
一
〇
七
～
一
一
〇
頁
。

（
9
）　

菊
池
義
昭
「
東
北
三
県
凶
作
貧
孤
児
収
容
後
の
岡
山
孤
児
院
の
音

楽
活
動
写
真
隊
の
活
動
内
容
」『
東
北
社
会
福
祉
史
研
究
』
第
一

六
号
、
平
成
九
年
、
同
「
東
北
三
県
凶
作
貧
孤
児
収
容
後
の
岡
山

孤
児
院
の
運
営
体
制
―
一
二
〇
〇
人
規
模
の
施
設
を
ど
う
運
営
し

た
か
」
同
、
第
一
八
号
、
平
成
一
一
年
な
ど
多
数
あ
る
。

（
10
）　
『
河
北
新
報
』
明
治
三
八
年
一
二
月
三
日
～
翌
年
一
月
七
日
の
記

事
参
照
。
谷
山
恵
林
『
社
会
事
業
大
年
表
』
に
「
明
治
三
八
年
一

二
月
、
東
北
三
県
凶
作
視
察
ノ
タ
メ
侍
従
差
遣
セ
ラ
ル
」
と
あ

る
・
財
団
法
人
中
央
社
会
事
業
協
会
・
社
会
事
業
研
究
所
、
谷
山

恵
林
編
『
日
本
社
会
事
業
大
年
表
』、
刀
江
書
院
、
昭
和
一
一
年
、

一
九
二
頁
。
後
に
戦
前
期
社
会
事
業
基
本
文
献
集
一
五
に
所
収
、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
平
成
七
年
。

（
11
）　

明
治
期
に
お
け
る
災
害
と
「
恩
賜
金
」
に
つ
い
て
は
、
北
原
糸
子

「
天
皇
下
賜
金
か
ら
み
た
日
本
近
代
前
期
の
災
害
」、
国
土
計
画
協

会
『
人
と
国
土
21
』
第
三
九
巻
第
三
号
、
平
成
二
五
年
、
拙
稿

「
明
治
期
に
お
け
る
皇
室
の
災
害
救
助
に
つ
い
て
―
磐
梯
山
噴
火
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を
事
例
と
し
て
―
」、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
『
神
道

研
究
所
紀
要
』
第
三
〇
輯
、
平
成
二
六
年
、
同
「
濃
尾
震
災
と
恩

賜
金
に
つ
い
て
」、『
皇
學
館
論
叢
』
第
四
八
巻
第
五
号
（
通
巻
二

八
六
号
）、
平
成
二
七
年
等
が
あ
る
。「
恩
賜
金
」
の
全
体
的
な
考

察
に
つ
い
て
は
遠
藤
興
一
「
恩
賜
・
下
賜
金
の
支
出
状
況
か
ら
見

た
天
皇
制
慈
恵
主
義
」、
明
治
学
院
大
学
社
会
学
会
『
社
会
学
・

社
会
福
祉
研
究
』
第
一
二
二
号
、
平
成
一
八
年
、
同
「
数
値
か
ら

み
た
恩
賜
・
下
賜
金
制
度
―
そ
の
支
出
状
況
と
傾
向
に
つ
い
て

―
」、
同
、
第
一
二
八
号
、
平
成
二
〇
年
が
あ
り
、
同
じ
く
明
治

期
を
対
象
と
し
た
論
考
に
は
、
川
田
敬
一
「
近
代
皇
室
の
社
会
的

役
割
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
―
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
恩
賜
録
』

を
中
心
と
し
て
―
」（
金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研
究
所
『
日
本
学

研
究
』
第
一
七
号
、
平
成
二
六
年
）
が
あ
る
。

（
12
）　

明
治
三
五
年
「
凶
作
救
恤
恩
賜
金
拝
受
証
」（
宮
城
県
公
文
書
館

蔵
）
と
い
う
簿
冊
が
あ
る
。

（
1（
）　
『
凶
荒
誌
』
六
〇
九
～
六
一
一
頁
参
照
。

（
14
）　

同
右
六
一
一
頁
。

（
15
）　

同
右
第
五
編
第
五
章
「
義
捐
金
の
取
扱
と
其
総
額
」
参
照
。

（
1（
）　

柴
田
郡
の
恩
賜
金
配
付
に
関
し
て
『
河
北
新
報
』（
明
治
三
九
年

二
月
二
五
日
付
、
五
頁
）
に
「
仙
南
凶
作
視
察
（
三
）」
の
記
事

で
紹
介
さ
れ
、
こ
の
訓
示
に
つ
い
て
「
伊
藤
郡
長
自
ら
各
町
村
を

巡
回
し
窮
民
一
同
を
集
め
一
応
諭
告
し
て
後
拝
受
せ
し
む
る
事
と

す
る
そ
う
だ
」
と
伝
え
て
い
る
。

（
1（
）　
『
遠
田
郡
凶
歉
史
』
遠
田
郡
役
所
、
明
治
四
三
年
、
四
三
頁
。
宮

城
県
大
崎
市
立
図
書
館
蔵
。

（
1（
）　

抗
議
文
等
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
櫻
井
治
男
「
明
治
三
十
八
年
宮
城

県
遠
田
郡
不
動
堂
村
に
お
け
る
恩
賜
金
下
賜
に
か
か
る
係
争
関
係

資
料
」（
資
料
翻
刻
）・
学
校
法
人
皇
學
館
・
篠
田
学
術
振
興
基
金

助
成
研
究
『
近
代
日
本
に
お
け
る
皇
室
の
福
祉
事
業
に
関
す
る
基

礎
的
研
究　

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
』
第
二
号
、
平
成
二
八
年
、
お
よ

び
第
三
号
、
平
成
二
九
年
参
照
。

（
19
）　

小
牛
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
小
牛
田
町
史
』
中
巻
、
宮
城
県
遠

田
郡
小
牛
田
町
、
昭
和
四
七
年
、
一
二
頁
に
よ
る
と
、
小
松
吉
三

郎
、
熱
海
謙
五
郎
の
二
人
が
村
長
と
な
っ
て
い
る
。

（
20
）　
『
不
動
堂
村
誌
』
遠
田
郡
不
動
堂
村
役
場
、
一
九
一
九
年
、
六
九
頁
。

宮
城
県
図
書
館
蔵
。

（
21
）　
『
河
北
新
報
』
明
治
三
九
年
三
月
一
日
付
。

（
22
）　

宮
城
県
志
田
郡
役
所
編
『
志
田
郡
沿
革
史
』
国
書
刊
行
会
、
昭
和

五
七
年
、
八
一
六
頁
。
初
版
は
明
治
四
三
年
。

（
2（
）　

高
橋
善
蔵
は
明
治
三
三
年
に
高
倉
村
引
田
区
長
に
当
選
し
、「
納

金
渋
滞
シ
テ
財
務
整
ハ
ズ
」
と
い
う
中
で
、
区
内
の
戸
ご
と
人
ご

と
に
そ
の
利
害
を
懇
示
し
「
滞
納
ノ
国
家
町
村
ニ
及
ボ
ス
所
ノ
整マ

マ

害
ヲ
知
ラ
シ
メ
毎
納
期
前
ニ
皆
納
ス
ル
ノ
良
風
ヲ
馴
致
セ
シ
メ
タ

リ
」（『
志
田
郡
沿
革
史
』
七
三
九
頁
）
と
あ
り
、
明
治
四
十
年
に

岩
淵
郡
長
よ
り
そ
の
功
績
を
表
彰
さ
れ
て
い
る
。
三
浦
秀
之
助
は

敷
玉
村
書
記
と
し
て
、
明
治
三
八
・
三
九
年
大
凶
作
に
際
し
救
済

の
方
法
を
講
じ
、「
吏
民
調
和
ノ
実
ヲ
挙
ゲ
或
ハ
納
税
ノ
整
理
ニ

従
事
セ
リ
」（
同
書
、
七
四
九
頁
）
と
あ
る
。

（
種
智
院
大
学
特
任
教
授
）


